
     

     

 

平成２８年度東京都税制調査会 

第３回 小委員会  

[報告事項・固定資産評価に関する検討会について] 

 

平成２８年９月５日 



◇ 複雑で精緻な評価方法

○ 昭和36年3月 固定資産評価制度調査会（注）答申
「家屋の評価は、再建築価格を基準として評価する方法によるべきである。
家屋の評価方法については、再建築価格を基準として評価する方法のほか、取得価格を基準として評価する方法、賃貸料等の収益
を基準として評価する方法又は売買実例価格を基準として評価する方法が考えられるが、（中略）再建築価格は、家屋の価格の構
成要素として基本的なものであり、その評価の方式化も比較的容易であるので、家屋の評価は、再建築価格を基準として評価する
方法によることが適当である。」

注 固定資産評価制度調査会・・・固定資産評価制度の審議のために、総理府に設置された総理大臣の諮問機関（昭和34年4月から昭和36年3月まで）

○ 再建築価格方式のしくみ
「評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、
その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、
当該再建築費に当該家屋の時の経過によって生ずる損耗の状況
による減価を考慮し、必要に応じてさらに需給事情による減価を考
慮して、当該家屋の価格を求めるもの 」（次頁参照）

○ 大規模化、複合用途化した建築物には適用が困難
・東京における建築物の大規模化（右グラフ参照）
・大規模事業用建築物を評価する場合、複雑な当てはめ作業を要
するために時間がかかるうえ、納税者にとって分かりづらく、予測可能
性が低い（右表参照）。
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◇ 「固定資産評価に関する検討会」の設置（平成28年4月）

○ 新たな評価方法の具体案を検討し、国に提案

・委員は、建築、不動産鑑定、法律等の専門家６名で構成
(右図参照)

・都として、新たな評価方法に係る報告書を今年度中に
取りまとめ、国に提言

◇ 新たな評価方法の素案
○ 案として、「取得価額活用方式」（仮称）※ を検討

➡ 新たな評価方法の方向性として、「現行方法の原則の中で、取得価額（工事原価）をベースに再建築価格を求める方法」を検討

※取得価額活用方式(仮称):「工事原価」に「調整率」及び「時点修正率」を掛けた値を「再建築費相当点数」とする。
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